
ワーク・ライフ・
グッドバランス企業認定制度

働きやすい環境づくりに取り組む会社を支援します！

認定マークを贈呈！
名刺や会社案内で働きやすい環境をPR！

広報で紹介！
人材募集やモチベーション向上に

認定企業は・・・

産業文化センターの

使用料が半額！
会議や説明会、研修などに最適です

問合せ・申込

朝霞市産業振興課 ℡048-463-1903

写真左から：株式会社匠 佐藤 さとみさん、本間 雄一 代表取締役、
富岡市長、株式会社MOTOMURA 上野 敏昭 取締役

令和５年度は２事業者が
認定されました！

制度が新しくなりました！
・基準の見直し
年次有給休暇、時間外労働などの審査項目ごとに判定することで、
認定企業の強みをアピールしやすくなりました。

・項目の見直し
これまでの認定企業からいただいたご意見などを参考に、審査項目を統合・変更・削除
し、よりわかりやすいものとしました。



令和5年度 認定企業

株式会社匠
西弁財に事業所を構える保険代理店です。

総従業員数が１0人と小規模な職場であ

りながら、休暇の促進を図りつつ、長時間

労働の抑制にも力を入れています。

また、独自の休暇制度などの導入により、

本人や家庭の事情に寄り添った、働きやす

く活気のある職場づくりを実現しています。

株式会社MOTOMURA
上内間木に本社を構える製本・オンデマン

ド印刷・物流会社です。

２００名を超える総従業員数の中には、外国

人技能実習生も多く就労しているグローバ

ルな面もありながら、社員１人１人の家庭と

職場のバランスを考え、働きやすい職場の整

備や休暇の促進に力を入れています。


